










(
別

紙)
○
標
準
自
動
車
運
転
代
行
業
約
款
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

現

行

第
６

条
当
社

は
代

行
役
務

の
提

供
の

終
了

の
際

に
料
金

の
支
払

い
を

求
め
ま

す
第
６

条
当

社
は

代
行

役
務

の
提

供
の

終
了

の
際
に

料
金

の
支
払

い
を
求

め
ま

す
、

、

。
。

２
当

社
は

料
金
を

収
受

し
た

場
合

で
あ

っ
て
利

用
者
の

求
め

が
あ
っ

た
と

き
は

、

収
受

し
た

料
金

の
額

を
記
載

し
た

領
収

証
を
発

行
し
ま

す
、

。


